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I 問題の背景

16, 7 i世紀，絶対主義国家形成過程において成

立した近代隈際法は，ヨーロッパ近代間家を基盤

に臣大な法体系にまで発展していった。この近代

国際法は，国際法の主体をヨーロッパ文明を基礎

とする「文明国Jに限定し機能していたのであ

る。アジア・アフリカの大部分の諸国は，国際法

の容体とされ，ヨーロッパ諸国家の合法的植民

地支配の対象とみなされていた。ラテン・アメ

リカ諸国も形式的には国際法の主体とみなされ

ていたが，実質的にはなお半植民地の地位に盤か

れていたのである。このように，近代国際法は，

ヨーロヴパ諸問を中心に形成，発燥してきたこ

とから，それは，ヨーロッパ公法（JuspubliGum 

Europacum）と称されるにふさわしいものであっ

た惟l）。そしてこの近代国際法がその機能の基盤

をおいていたイデオ口ギー的性格も，当時ヨーロ

ッパ市民社会において機能していた近代市民法の

資本主義的性格によって規定されていたのであ

る。ゥまりヨーロッパ産業資本の興隆により対外

的な市場の獲得，確保，資本の投下が進燥するにつ

れ，これら経済活動の保障が市民階級によって要
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請されるようになった。したがって，近代国際法

も必然的にこの市民階級の要求に影響され，植民

地獲得の競争を合理的に調整するという機能を担

つTこのである（注2）。

しかしながら，第一次大戦後，革命により誕生

した社会主義国ソピエトの国際社会への登場は，

これまでヨーロッパ的，資本主義的性格をもち，

機能してきた近代国際法の内容に大きな影響を与

えた。さらにその後，第ニ次大戦後のアジア・ア

フリカ諸国の独立は，国際社会の構造をより一層

分裂的状悦に追いやり，近代悶際法に規定され

た既存秩序にこれまで以上に変革をせまってい

る。

0・1・リジッチン（0“J.Lissitzyn）は， このよ

うな国際社会の分裂は，国際法の普遍性に各々影

響，筏撃を与えていると述べているが（注U，この

ことは，かつて西欧的，資本主義的要素を中心に

組みたてられてきた国際法構造それ自体が，従来

のそれとは異なった価値体系を有する悶々から変

革をせまられていると言える。

ところで，このような国際社会の構造変化の中

で，とりわけアジア・アブリカ諸国の国際法に対

する態度をみてみると，国際法の存在あるいは，

全体として拘束性そのものを者定するものではな

いように思われる俄4)。

たとえば， R•G ・ロイ（氏。y）はこうした見解

に立ちながらも，なお次のごとく述べている。「悶
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際法は国際社会の各構成員の明示もしくは，黙示

の同意にその拘束力を一般に負うものである。し

たがって，すべての国際法規則の国家に対する合

法性の検証は，この基準にもとづきなされねばな

らない。かりにある特定の規則がかかる検証に合

格しなければ，普遍的拘束力は失なわれなければ

ならない。いずれにせよ，第二次大戦後国際社会

への加入を認められた国家は，国際法が最終的基

礎をおいている協定や取極めの当事者ではなかっ

た。各国家は国際社会に加入することにより，現

行国際法を自己に対し拘束力があるとして一般に

受諾したと考えられることは真実かも知れなし、。

しかし，それは国際法のすべてを受け入れたと必

然的に意味しているものであろうか。JC世引

このように，新興独立国は，その大部分が国際

法定立時において参加しえず，彼らに必要な利益

が考慮、されてb、ない国際法に対してその妥当性を

問題としている。とりわけ植民地主義的要素を残

存し，また西欧諸国の政治的，経済的優位を維持，

固定化しようとする要素に対しては守齢、反対の態

度を示しているのである。

とのような傾向は国際法の分野，ことにその経

済面に著しく，なかんす忽く外国投資の保護の基調

として主張されてきた国家責任の原則に関して

は，その妥当性そのものが争われている（注引。伝

統的国際法の下では，外国人の待遇一ーその身体

ならびに財産の両者一ーに関して国家責任を規律

する一般的に承認された「国際標準J主義が存在

し，たとえば，外国人財産の収用、国有化に対し

ては， 「十分，実効的かっ即時jの補償原則が適

用主れていたのである。

ところが，第二次大戦後，独立を達成したアジ

ア・アフリカの諸国の経済的基礎はあまりにも脆

弱なため，自国の経済発展は望むべくもなく，そ
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のため直接的な方法として，自国内に活動してい

る外国系金業および財産を固有化していったので

ある（注7)。

こうした状況の中で，これら独立諸国は，彼ら

が国有化した財産に対し，伝統的国際標準が適用

され補償が行なわれるならば，それは国家経済を

破綻させ，ひいては植民地経済支配から独立せん

とするこれら国々の正当な独立の権利を不当に侵

害するものと考えたのである。そして，天然資源

恒久主権の主張は，まさに植民地時代より受けつ

いだ国際法ノレールの修正，排除以外のなにもので

もなかったのである。

この天然資源恒久主権は，経済的独立を裏打す

る経済的自決権の基礎として主張され新興独立諸

国の経済的主権（EconomicSovereignty）惟8）の理

論的根拠として持ち出されている。他方，外国投

資の保護とも関連し，資本輸出入国間の利害関係

が最も錯綜した分野の問題でもある。

かかる意味からも，この「天然資源恒久主権J

の実体的分析を試みることは意義あることと考え

る。そこで本稿では，まずこの天然資猟髄久主権

が国連を中心に，いかに形成，発展されてきたか

を跡づける意味で，国連での討論および，その内

容を整理し，ついで，そこにおいて明確にされた

天然資源恒久主権の法的性質を考察する。

さらに発展途上国がこの天然資源恒久主権をい

かに行使し，実効的なものとしているかについて

検討を試みることにより，「天然資糠恒久主権Jの

現代国際法上の意義を明らかにしようと考える。

（注 1〕 近代国際法の歴史的発膝過在誌に〆》し、ては，

m畑茂二郎『国際法』岩波常的 1966司王 66～116ベ

（注 2) 近代国際法の植民地主義的性格にふれたも

のは，山手治之「植民地独立と現代国際法」（『現代法

12』〉岩波書店 1965年 113～130ベージ。桜井雅夫『関
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際経済法』東洋経済新報社 19761/' 56～70ベージ。

（注 3) Lissizyn, Oliver I，“Internntional Law 

in a Divided World，＇’ Inte1判ationalConciliation, 

No. 542 (March 1963), pp. 3---4. 

（討： 4) 問畑 前編禽 116～136ページ。附「アジ

ア・アアリカ新興独立凶と凶際法」〔『思想』 1965年10

JJ号） 9～17ページ。落合浮降 r現代間際法要論』敬

文堂 1964if。筒井清水「A・AE帯雨の加盟と国際法」

（『国際法外交雑誌』 69巻 4・5・6サ併合） 139～163ベ

ージ。 Anand.R. P.，“Attitude of Asian-African 

States toward Certain Problems of International 

Law，”International and Comparative Law Quar-

terly, Vol. 15 (Jan. 1966), p. 55. 

(/15) Roy, S. N. Guha,"Is the Law of Respon-

sibility of State for Injuries to Alian a Part of 

Universal International Law？” American .Journal 

ο,f International Law, Vol. 55, No. 4 (Oct. 1961), 

pp. 867-868. 

( It 6 ) Lissitzyn, op. cit., p. 4; Castanfala, Jorge, 

The Under-de・r>eloped Nations and Development 

of' International Law, lnternatianal 0棺 ・anization,

Vol. 15, No. 1 (Winter 1961), p. B9. 

（法 7) 第二次大戦後の悶有化ケースの資料が同組

事務総長報告として提出されている。

Report of Secretary General, Pa門 nanentS,n-er-

eignty over Natural Resources (Annex), ll. N. 

Doc. A/9716 (20 Sep., 1974). 

mニ8) Friedman, Wolfgang，“On Ceneral Cource 

in Public International Law，＇’ !lrademie de droit 

international, Rccueil des cource, 1969 II, p. 173. 

II 天然資源恒久主権論の践開

1. 天然資源恒久主権概念の形成（／U)

(1) ＜人権委員会第八会期における討論＞

間違は発展途上聞の経済開発促進に関してさま

ぎまの問題全取り上げてきたが，本稿で考察する

「天然資源J恒久主権概念」が悶速において171めて

主主場したのは， 1952年， 人機委員会第八会期（ 4

～6月）であった。同年1月121]，第6凹総会は

すでに決議臼3.(VI）の中で， f ｛！氏開発闘（underde崎

天然資源恒久主権と発展途上国

veloped countries）は，その天然資源の利用を自白

に決定しうることを……考慮J（注2）するとして，

民族自決権の経済的側面を明示していたが，この

時は経済的自決権を直接討議の目的とするもので

はなかった。他方， 1948年，第 1回国連総会で設

置された人権委員会は， 1948年12月，国連第3回

総会で「世界人権宣言」を採択した後，第6回総

会決議545（切にもとづき，国際人権規約の草案

作成作業に取り組んでいたのである（注3＼本決議

は，自決に関する人民および民族の権利を，国際

人権規約草案にふくめることを決定したものであ

った。そして，人権委員会第八会期は，チリ代表

の提案にもとづき，国際人権規約（「市民的，および

政治的諸権利に関する規約J, 「経済的，社会的および

文化的権利に関する規約」）の第 1条に，次のような

第3項を加えることを決定したのである。

「3.人民の自決権はまた，その天然の富と資棋

に対する恒久的主権を含む。人民は，他国が主張

するいかなる権利を理由としても，決してその生

存の手段を奪われることはない。JC注4)

チリおよびアジア・アフリカの委員会メンパー

のほとんどが，人民の自決の権利は単に政治的観

点からだけではなく，経済的側面からも考慮され

るべきであり，政治的独立は，経済的独立を基礎

とし，人民の天然資棋に対する自由な処分の権利

は，経済的独立の本慣的姿索として承認されねば

ならないと考えていたのである。だが，このよう

な考えに立つ彼らも，国家は悲意的に経済的協定

(economic agreement）を破楽しうるとU、うものでは

なく，間家および外国私企業聞の関係を調整し上

うとする認識に立つものであったのである惟5）。

しかしながら，先進資本主義国は，チリ提案の

ようなかたちで，自決の概念、を展開することは，

ほしいま注に国際協定を無効にし，結果的には，
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発展途上国における外国投資および技術援助計画

に直接的影響を与え，国際協力を不可能にする，

と反論したのであった。

さらにまた，との問題は，資源所有国と，かか

る資源開発を求める外国および外国人との関係を

含んでいるため，人権というよりは，国家の権利

に関係するとし，強硬に反対したのである（注引。

(2) ＜国連第7回総会における討論＞

この間，このチリ提案にもとづく経済的自決権

の確認、は，第7回総会においてより一層発展せら

れた。 1952年12月6日の総会第三委良会（経済問

題）にウルグアイは， 「各国家がその天然の富を

閑有化し，自由に開発する権利を，経済的独立の

本質的要素として承認すべきことjを加盟国に勧

告する（注n，という決議提案をおこなったのであ

る。この決議案は，その後総会本会議に付託さ

れ，周年12月23日，決議626（羽）「天然の富および

資源を自由に開発する権利」として採択されたの

である。

この決議は，「天然の富と資糠を自由に使用し，

開発する人民の権利は彼らの主権に固有のもので

あり，国連憲章の目的と原理に一致していること

を想起し・…・J，すべての加盟国は，この権利の行

使にあたって，「諸国家間の安全，相互信頼および

経済協力を条件として，自国の主権に背馳するこ

となし資本流動を維持することに適切な考慮を

払いJ,rすべての加盟聞は，いかなる国の天然資

源に対する主権の行使を妨げるような行為は，直

接，間接にせよこれを壊しむことを，勧告する。」

と述べている。

先進資本主義国は，私有財産の収用に際し，条

約及び国際協定を含めた悶際法の下で，私的投資

家の権利を認める具体的措置を本決議が規定して
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いないことを不満として反対したのである。

アメリカ代表のノレピン（Lubin）は，「投資家に，

発展途上国への投資を再考させるものとなろうj

f注引と瞥告した。それにもかかわらず，本決議は，

発展途上閣の天然資源に対する自由な「利用と開

発jの権利を宣言したものであり，実質的に固有

化の権利を確認した最初の国連決議として，その

意義は大きいと言わねばならない。

なぜならば，本決議採択の 6カ月後，ガティマ

ラ政府は，アメリカのユナィティド・ブルーツ社

所有の士地固有化に際し，この決議を引用し〈注9)'

またイラン閏有化石油の購入をめぐるアングロ・

イラニアン石油会社の訴訟で， 19臼年9月，東京

高等裁判所，また1954年7月，ローマ民事裁判所

が，各々判決の中で，固有化を合法とし，その理

由のーっとして，この決議を引用したからである

さて，その後，人権委員会は，その第十会期（1954

年4月）において，国際人権規約の草案作成を終

了し，さらにまた同委員会は，すでに総会によっ

て国連の諸機関および専問機闘が，その権限と範

囲において，人民の民族自決に関する国際的尊重

を促すためにとるべき措置について，勧告の準備

を要請されていたため，その検討を開始していた。

（決議637(Vll), 738 (Vll) )C注11)。そして，人権委員会

は，天然の富と資源に対する恒久主権の現実の範

聞と性質に関する十分な情報を得るために，総会

が委員会を設立して，この自決権の状態について

十分な研究を行ない，必要ならば，その強化のため

の勧告をそえさせる，という内容の決議草案位12

を作成したのである。

(3) ＜人権規約草案第 1条をめぐる

第9回及び第10回総会での討論＞

一方，先進資本主義国と発展途上国聞の人権規
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約草案に対する論議は， 1954年，第9回総会，第

三委員会（社会問題）において継続されることと

なったが，なかんづく，規約草案第 1条，第3項中，

「恒久主権Jの用語をめぐって審議が集中した。

先進資本主義国は，国家はいつでもその主権

を自ら任意に制限しうるのであるから，かかる

「PermanentSovereignty」は承認しえないと述

べ，さらに第3項は，外閑人財産の不当な収用お

よび没収を認めるものであり，国際協定が一方的

に破棄される恐れがあるとして，この用語の使用

に強い反対の態度を示したのである。これに対し

て，発展途上国は，民族自決権が，人民および民

族の基本原則を含んでおり，当該条項は，外国投

資を収用および没収の脅威にさらすことが日的で

はなく，むしろ資源所有国の住民の生存手段を容

うような外国企業の開発から，発展途上凪の政的

的独立を保護するためであると反論した（注目〉。

他方この時，アフガニスタンは，人権委員会に

対して， 「人民および民族の自決権に国際的尊重

を偲す勧告案の準備を要請すーる」悦14）決議草案を

提出したりとの決議草案に対しては，後に「民族

自決jの文言のあとに， ［天然の笛と資源に対す

る恒久主権の勧告案も含めてJとナる 6カ｜道修正

案が提出され，またインドより， 「準備する」と

いう文設を「完了する」とする字句修正の提案が

なされた。

ブラジノレ，べyレー，アメリカは，この決議草案

に対し， 「国際契約・国際法の下における義務お

よび発展途上国の経済発展における間際協力の重

要性に十分考慮を払うj とする文設挿入の共同提

案念行なったが，この提案は分割投薬に付され，

「悶際契約・間際法の下における義務Jは 17（賛

成） -21 （反対）一14（来機）（以下｜司じ〉で否決

され残りは採択された。最終的にアブガニスタン

天然資源恒久主権と発展途上国

の決議草案は，第三委員会において，37-14-1で

採択され，総会本会議において，前記共同提案の

「国際法の下での国家の権利義務に十分な考慮を

払う jとする新たな文言が挿入され，総会決議837

（医〕として採択されたのである。採択結果は、

41-11-3であった（注目〕。

その後， 1955年の第10回総会第三委員会におけ

る国際人権規約草案の討議過程でも，自決権に関

する条項それ自体をめぐって意見の対立がみら

れ，先進資本主義闘は民族自決の条項に，天然資

源恒久主権を挿入することを批判し，かかる主権

の存在は承認しえないと強調した。他方，発展途

上国は，この批判に対し，第3項はいまだ自決権

を行使していない人民と民族の立場が問題となっ

ている、と尻諭したのであった。さらに委員会の

他のメンバーは，様々の理由でこの条項の採択延

期を図った（住16）。こうした論争の末，最終的妥協

案を見い出すため，第 1条の再検討を行なう作業

部会（注17）が，キューパ，エクアド／レ・エルサ／レパ

ドルの提案にもとづき設置されたのである。

作業部会が作成した新しい第 1条によれば旧第

3項は．次のような条文の第 2項と改められた。

「2.人民は，：互恵の原則にもとづいた国際協力，

ならびに国際法から生ずる義務を容することな

く，自らの悶的のために，その天然の箇と資源を

自由に処分することができる。いかなる場合にも

その生存の手段包容われることはない。JC注18〕。

作業部会は，この第 1条第2項作成の経緯につ

いて次のようなコメントを述べている。

f恒久主権という用簡は削除した。また十分な

補償なしに収用を正当化するとの危慨を除くた

め，条項全体を起草しなおした。 「閤際法および

閤際協カjの文替は外国投資に伴う不安を取り除

き，また「]i恵の原則に基づくJとの規定は，セ

2ラ
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ーフガードを与えるであろう J(注目〉。

しかしながら，この新第2項も，先進資本主義

国の賛成を得ることができなかったのである。そ

の実費討議において，イギリスは，全体的にこの

新条項は暖昧であり，また「いかなる場合にも

(in no case）という用語は，「国際経済協力および

国際法のもとでの義務jの法的効果を崩すと主張

した。さらにアメリカは，天然資源への支配権を

行使する国家の主権的権利を否定するものではな

いが人権規約草案第 1条2項はなお補償なしに収

用する権利を認めていると主張した。そしてイギ

リスとともに，政治的原則としての白決に反対す

るものではないが，初期の人権規約草案に述べら

れた「人民の権利Jは，主権国家の権利を意味し

ていたと強調したのである。

最終的審議は，人権規約革案第 1条の採択延期

の投票および，第2項の採択投票の問題に移り前

者は否決され，第2項全体は26-13-19で採択さ

れることとなった。反対したのは，台湾， トルコ

を除き全て先進諸国であり，ラテン・アメリカ諸

問の多くは棄権した。

第1条2項は，恒久主権決議採択に際しその中

核となったが，しかしながら，このことは，先進

資本主義国の敗北を意味するものではなかった。

新条項は，先進資本主義国の反対を押して採択さ

れたが， 「怪久主権jの用語は，先に第三委員会

によって採択された第 1条項から削除され，また

「間際法から生ずる義務jという文言を押入する

ことに成功したからである。なお，人権委員会が

作成した「経済的，社会的および文化的諸権利に関

する規約草案（A規約）Jおよび「市民的政治的諮

権利に関する規約案（B規約）Jの両規約からなる

人権規約草案は，第10回総会で検討された後，第

18会場までその逐条審議が継続され， 196.6年第26

26 

回総会において両規約とも成立をみたのである。

(4) ＜天然資源恒久主権委員会

における討論＞

その後，先のアフガニスタンの決議草案にもと

づき，「天然の富と資源に対する恒久主権を含め，

人民と民族の自決権に対する国際的尊重に関する

勧告を完了する」ための措置として，天然資源恒

久主権の十分な研究を行なう調査委員会設立に関

する決議草案（注20）が， 人権委員会第11会期（1955

年〕において再確認された。この決議草案は，経

済社会理事会第20会期を通じ，第10回総会に送付

されたが，三度にわたる延期の後，第13回総会に

おいて取りあげられることとなった。総会第三委

員会は， 52-15-4で上記決議案を可決したが，

委員会の人員，構成，および指名方法等に関して

は本会議に委ねられた。

1958年12月12日，総会本会議は，議長の提案に

より，委員会が地理的配分にもづき，総会議長が

選出する 9名の政府代表より構成されることを最

終的に決定し，若干の修正を加えた後， 52ー15-

8でこの決議案を採択したのである。く決議1314

(XIII)> 

間決議は，自決権の基本的構成要素の現状」を

調査するため，アフガユスダン・チリ，グアテマラ，

オランダ，フィリピン，スウェーデ、ン，ソピエト，

アラブ連会，アメリカの代表より成る，天然資源の

恒久主権に関する国連委員会（TheU. N. Commis-

sion on Permanent Sovereignty Over Natural Re-

sources）の設立を決定した。また，天然資源の恒

久主権の現状を十分調査する上で， i賞際法のもと

における悶家の権利義務および低開発閣の経済発

展における国際協力を促進することの重要性に考

慮を払い，さらに， 2つの人権規約で確認された

人民および民族自決の権利は，天然の富および資
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源に対する髄久主権が含まれていることを確認し

ている。

この天然資源の恒久主権に関する関連委員会

惟 21)は， 1955年5月，第 1回会議を開催したが，こ

の時，関連察務局の代表より委員会に対し，こ

の問題に関する研究を提出する用意のあることが

明らかにされたため，この研究に含ましめる情報

の内容に関して討議が行なわれた。以後，第2会

期（1960年2月一3月）および第 3会期（1961年5

月〕に，各々［天然の富と資源に対する恒久主権

の現状jと題する予備研究（注22〕，またその改訂版

日 23〕が事務尚より提出されたが，この予備的研究

には，諸問家の天然資源恒久主権の現状に関する

法的・経済的情報が扱われており，たとえば，外

国人の天然資源、の所有，利用に対しての同家措置，

資源開発に対する国家規制，資源開発協定，既得

権，国家責任，非自治地域での資瀬主権の現状等

が広範囲に取り扱われていた。

この恒久主権委員会の報告は，第32会期経済社

会理事会を通じて第15rn:wrm総会に提出された

が，その内容の審議は時間不足のため，優先議題

として，第17凹総会に持ちこまれることとなっ

た。

なお，経済社会理事会32会期において，日本代

表は，自決権の概念が未確定である以上，これを

前提とした恒久主権の概念も間際法上疑義があ

り，ただし，決議草案の主文第 1r貰が総会決議

1515(XVI）に準じて修正されるならば，受諾の用意

があると発訴したことが注目される（即日。

2. 天然資源恒久主権概念の確立

(1) 第17回総会決議1803(XVD)C住26)

1962&.pll月，第17凹総会第2委員会は，天然資

減恒久主権委員会より提出された報特（削7）を基礎

に本格的討議事を行なうことになる。

天然資源恒久主権と発展途上国

まず発展途上国は，天然資源恒久主権問題が途

上国にとって緊急を要する問題であり，また恒久

主権委員会作成の決議草案は，先進資本主義闘と

途上国相互の利益を調整したものであるとし，最

小限の修正で速かに採択すべきであると主張し

た。しかしながら，多くの修正案の応酬により，

論議は紛糾したのである。

アメリカ，イギリスは，（1），当事者聞の自主協

定は誠実に遵守すべきである。（2），間有化に伴う

補償は十分なることを要する。（3）紛争手続きに関

して国際解決の重要性を軽視すべきではない，と

の3点を主旨とする修正案（注28）を提出した。

これに対し，ソビエトは，国有化，収用の権利

を制限している条項を削除し，間有化収用は主権

行使の一部であり，補償問題は，かかる措置をと

る閣の園内法規にしたがって決定主れるとする独

自の修正案悦掛を提出した。

さらに，ピルマ（注幼），スーダン代表明31)は，本決

議草案の採択は時期早尚であり，間連加盟国の明

大に鑑み，但久主権委員会の構成員を拡大して主

文第3項・ 4墳を再検討すべきであると提案した。

他方，フランス（註32），ガーナ（注m，イタリアf注34)

代表等は，との問題は，法律的，技術的性格が強

いため，専門家の検討を求めるべく，間際法委員

会に付託するよう提案したのである。

その後，アメリカ，イギリスは，委員会の紛糾

に鑑み，その修正案の統合と簡素化を悶るため，

共同修正案を提出したo との修正案では，補償が，

r prompt, adequate, e妊ectiveJであるべきとと

は，間際法上確立した原則であり，特に掲げる必

婆はないとして省かれ，（1），当事者聞に自由に締

結された協定は誠実に遵守されねばならない。（2),

補償に関する紛争の場合，閣内裁判手続が完了さ

れねばならないが，当時者聞の協定によって，仲裁

27 
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または，国際裁判に付託することができる（shall

be made），とする内容のものであった（注35）。

補償問題に関してこのような態度がとられるに

至った背景には，アメリカはその最初の修正案で

決議草案第4項にいう「適当な（appropriaぬ）補償」

は，国際法上， 「迅速，十分かつ実効的補償」を

意味する〈注3のものとし， 『適当な補償』という言

葉がすでに暗示されているものを明示する目的

で，「適当な一一迅速，十分かつ有効な一一補償Jと

変えるよう要求した（注37）。しかしながら，後に，ア

フガニスタンはアメリカとの交渉により，同国が

「適当な時と所において十分な補償Jとする修正

案（注38）を撤回したため，米英は共同修正案からこ

の文言を削除したのであった。この共同修正案提

出時，アメリカ代表は，「適当な補償はすでに国際

法に，迅速，十分かつ有効な補償を意味すると解

されているので，特に掲げる必要はないと考え削

除した」（注39）と述べている。

この他，マダガスカル代表（注40）は，アメリカの

修正案を支持するとしながらも，特に， 「迅速，

十分かつ，有効なjと言及する必要はないと述べ，

固有化を行なう国の財政状態および支払い期間な

どが考慮されねばならなヤと強調した，またベル

一代表〈注41)は，外国投資家に対し， 「正当な補償

(due compensation)J支払U、の保証を与える必要が

あり， 「補償をうける権利は“a simple matter 

of justice”」であると主張した。さらに，ナイジ

エリア代表（注42）は，「原則として……十分な（ade・

quate）補償が支払われねばならないと」発言した

のである。

また一方，投資協定に関する最初の米修正案は，

「天然の富と資掠に対する位久主権の行使におい

ては，人民および民族は，国際法の下での国家の

権利義務および，抵時発国の経済発展に対する国

28 

際経済協力促進の重要性を尊重し，自由に締結さ

れた協定は誠実に遵守されねばならないjとし，

決議草案主文第9項として新たに加えることをそ

の内容としていた。他方，英修正案（注総〉は，決議

草案主文第3項に， 「自由に締結された協定は，

誠実に道守されねばならないjとする追加挿入を

提案した。しかしながら，その後二度にわたる米，

英の修正案では主文第8は，次のように改められ

たのである。

「主権国家聞によって（bySovereign states), 

自由に締結された外国投資および技術援助協定は

誠実に遵守されねばならない。JC注44〕

レバノン・シリアは，この修正案に対し，「主

権国家聞に（betweenSovereign 蜘 tes）自由に締結

された協定Jと改めるよう共同修正案（注45）を提出

したが，英米は，その後， 「主権国家により，ま

た主権国家聞に（byor between Sovereign stat田）

自由に締結された外国投資協定は誠実に遵守され

ねばならないJ位 46）と修正し，これは，国家間，

国家と国際機関および国家と私的投資家聞の協定

にも適用されると提案説明を行なったのである。

しかしながら，この提案に対して，シリア，レ

パノンはなおも「byorJの文言を削除すべしと

して，共同修正案償却を提出した。レパノン代表

（／同〕は， 「当該協定は主権国家聞のものであり，

かかる協定は，国内法によって修正できる政府と

内外の会社との聞に締結する協定と同様にみなす

ことはできなし、」と主張したのである。また，イ

ラク代表（注49）も， 「国家と会社の協定は主権国家

の法によって十分に保護される単純な契約であり

……国際文書の中で強調する必要はない」と発言

した。

なお，補償問題から生ずる紛争解決に関しては，

ソピエト（注回〕は一貫して， 「所有者に対する補償
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支払ヤの問題は，主権の行使としてこれらの措置

をとる国家の園内法に従って決定されねばならな

いと主張した。

天然資源恒久主権委員会の決議草案では，この

点について紛争が生じた場合，国内裁判手続に「訴

えられなければならなヤ（shouldbe resorted to）」

とされていたが，他方，最初の米修正案では，固

有化，収用もしくは徴発に対し，補償問題が生じ

た場合，国際法に従って，圏内的救済が完了され

なければならない，但し，当事者が国際裁定もし

くは，他の解決方法によることを同意した場合は

この限りではない」とされていた。しかし，その

後の米英共同修正案においては，決議草案は国内

裁判手続を最終決定権者であるとの推定をまねく

とし，「完了されなければならない（shouldbe ex-

hausted)J と変えるよう求めたのである。

この点について，チリ代表（注51)は，補償額の最

終的な決定権は固有化固にあると強調し，また，

ブラジル代表（注52）は， 「完了」なる用語は， 「国

内裁判手続が，仲裁又は国際裁判で終結する長い

過程の最初の段階にすぎないJとの不正確な印象

を与えるとしてこの用語の使用に反対したのであ

る。

仲裁または国際裁判への付託問題については多

くの国が，仲裁もしくは，国際裁判の可能性を認

めながら，強制的性質のものではないことを指摘

した。たとえば，ベノレー代表f注53）は，強制的国際

管轄は国家主権と合致しな＂＇と述べ，パキスタ

ン代表（注54）は，その意味からも，共同修正案の

「shaudbejを「shallb巴Jに改められないなら

ば，不安はとりのぞかれないと主張した。

その他，特にこの問題に関する修正案として，

レバノン，シリアから，仲裁または国際裁判に付

託する協定を国家聞の協定に限定しようとする修

天然資源恒久主権と発展途上国

正案世間が提出された。

なお，この他，第二委員会においては，既得権

をめぐっての論議がなされ，アルジエリア代表

（注舶は，かつての植民地の完全な主権の獲得以前

に得られた「既得権」に関し，国際法上の義務は

これらに対して適用されないから，かかる権利は

主権問家聞において再検討されねばならない，と

いう内容の修正案を提出した。

同国はその提案説明で， 「協定は当事者間に完

全な自由が尊重された場合にのみ締結されるもの

であり，権利義務が発生する際に両国が同ーの法

的地位に立っていない場合は完全な自由はない。

それ故，植民地期間中，その財産を奪われ，自ら

の領域にその同意を得づ企業を設立された国家

は，補償の支払い及び国際法遵守の義務を負うも

のではない」と述べている。

しかしながら，このアルジリアの提案に対して

は，アメリカ代表（注57〕は， 「既得権問題はきわめ

て襖雑で，国際法委員会においても優先事項とし

てまもなく検討が開始されようとしているので，

第二委員会が，この微妙な問題を判断することは

適切でない」と反論した。

最終的に，この問題に関係するいかなる規定も

設けないとすることで妥協が成立し，既得権に関

しては，いかなる加盟国の地位も害するものでは

ない，また国家相続の問題は間際法委員会で検討

中であること，とする内容のニ項目が米英共同修

正案に取り入れられた。この後，アルジエリアの

提案は撤回されることとなったのである。

かくて，決議草案および米英修正案に対して多

くの修正案が提出されたのであるが，第二委員会

は， 12月3日，票決に入った。

米英最終共同修正案中，投資協定の遵守に関す

るものは， 53-22-15で採択され，既得権に関す

z9 
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るこつの新条項を加えるものは，各々， 85-1-

6, 63-12ー16で採択された。なお投資協定の遵

守に関する修正案に対し，レパノン，シリアより

提出された共同修正案は， 33-47-11で否決され

たが，とくに，この共同修正案の票決に対して，

ラテン・アメリカ諸国のほとんどが棄権したこと

は注医すべきである。また，投資紛争解決に関し

ては， 52-28-13で可決され世58〕，さらに，投資

紛争解決を，主権国家聞のものに限定しようとす

るシリア，レバノンの修正案は， 30-38-24C棄

権〉で否決された。ソピエト修正案のうち，国有

化を妨げられずに行なう権利を確認する項目およ

び補償は間内法によるとする項目は，各々30-30

-33, 28-39-21で否決された。

なおソピエトは，第二委員会で， 「各国が天然

資源に対する恒久主権を再確立ないし強化するた

めにとった措置を全面的に支持し，この恒久主権

の創設，保護，強化を妨害することを目的とする

行為は，これは許されるぺきでないものと考える」

とし、う文言を第5項として新設する提案を行なっ

たが，これは， 43-32-16で採択された。その

他，どyレマ，スーダンの修正案は， 31-30ー28で

否決された。

かくて擦択された決議草案は，全体として60-

5-22で採択され，総会本会議に送付されたが，

絡会本会議は，この決議草案を含む第二委員会の

報告仇59）を基磯に検討を行なったのである。

総会本会議では，この決議草案に対し， 「低開

発諸国（underdevelopedcountries）」を「発展途上

国（developingcountries）」の用語に改めること，お

よび事務総長に対し，今後，この間贈の研究を継

続すること内存とするアフガニスタン等13カ国の

共同修正案供60）が提出され，絶対多数で可決され

Tこ。
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さらにまた，ソビエトは，第ニ委員会で吾決さ

れた「国有化を妨げられづに行なう権利を確認す

る」条項を挿入する修正案（注61)を再度提出したが，

アメリカを中心とする先進資本主義国およびラテ

ン・アメリカ諸国の反対にあい，結局34-48-21

で否決された。しかも，先進主義国の抵抗はなお

も続けられ，先の第二委員会においてソビエトの

提案で付加された注文第5項に対し，その削除を

求めたのである。

アメリカは，この項目が削除されないならば，

草案全体に反対するとしたが，しかしこの削除の

提案に対して途上聞側は強硬に反対し，分割投票

の結果，38-41-15の少差で否決されたのである。

このような修正を受けた決議草案は， 1962年12

月14日，本会議で， 87ー 2ー12で可決され，総会

決議1803(XVII）として採択されたのである（注船。

決議の内容は以下の通りである。

「総会は……次のことを宣言する。（前文省略）

I 1. 天然の富と資源に対する恒久主権への

人民と民族の権利は彼らの国家的発展と，関係閣

人民の福祉のために行使されなければならない。

2. かかる資源の探査，開発および処分，なら

びにこれら目的のために必要とされる外国資本の

輸入は，人民と民族がこれらの活動の認可，制限

あるいは禁止に関して必要または望ましいと自由

に考える規則および条件に一致しなければならな

し、。

3. 認可が与えられた場合には，輸入された資

本および資本の所得は，認可の条件，実施されて

いる国内法および国際法によって規律されなけれ

ばならない。得られた利益は，天然の富と資源に

対する国家の主権をいかなる理由に上っても損傷

されないことを確保するために十分な注意を払っ

て，投資側と受入国との聞で，それぞれの場合に
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自由に協定された割合にしたがって，分配されな

ければならない。

4. 国有化，収用，または徴発は国内外国を間

わず純粋に個人的ないし私的な利益に笹先すると

みなされる公益，安全，または，国家的利益の根

拠または理由に基づかなければならない。かかる

場合に，所有者は，主権の行使として，かかる措置

をとる国家で実施されている規則にしたがって，

かつ国際法にしたがって，適当な補慣を支払わな

ければならない。檎慣の問題が争いを生ずるいか

なる場合にも，かかる措置をとる国家の園内裁判

手続が完了されなければならない。しかし，主権

国家と他の当事者による合意がある場合には，紛

争の解決は仲裁裁判または間際裁判によって行な

われなければならない。

5. 天然資源に対する人民と民族の主権の自由

で有効な行使は，主権平等に基づいた諸国家聞の

相互尊重によって助長されなければならない。

6. 発展途上国の経済発展のための国際協力

は，公的または私的資本投資の形であろうと，商

品や役務の交換の形であろうと，技術援助の形も

しくは科学情報の形であれ，発展途上国の独立し

た国家的発展を助長し，天然の富および資源に対

するこれら諸国の主権の遊軍にもとづくものでな

ければならない。

7. 天然の富と資源に対する主権への人民と民

族の権利の侵犯は，国連憲章の精神と原則に反し，

国際協力と平和の維持を妨げる。

8. 主権国家により，また，主権国家聞に自由

に締結された外国投資協定は誠実に遵守されなけ

ればならない。国家と国際機構は，国連憲章と本

決議に示された原則にしたがって，天然の富と資

源に対する人民と民族の主権を，厳格にかつ良心

的に遵重しなければならない。…・・・ CII III省略）」

天然資源恒久主権と発展途上国

(2) 第21回総会決議2158(XXI) 

第17回総会で，天然資源恒久主権の種々の側面

について研究を継続するよう要請された事務総長

は， 1963年 1月，その報告〔注63〕を経済社会理事会

第37会期に提出した。

間報告は，特に発展途上国を中心とし，外国投

資および企業による天然資棋の使用また所有に影

響を与えるような国家の措置を扱ったものであっ

た。

経済社会理事会は若干の討議を行なった後，総

会にこの報告を送付した。その後， 1965年第20回

総会第二委員会は，この問題を取り上げ，審議過

程で二つの共同修正案が提出されたのである。

一つはセイロン，エクアドルの共同提案で〈注64),

発展途上国は民間資本の流入増大を望んでいる

が，投資国および投資受入国の聞にはなお多くの

障害が存在しているとし，事務総長に対し資本流

動促進のためのガイドラインを作定するよう婆請

するものであった。他方，アルジエリア，ポーラ

ンド，スーダン，アラブ連合，タンザニア 5カ国

により，これまでの諸決議で確認されてきた恒久

主権概念の具体化を図るため，発展途上問自身が

資源の開発と処分を行なう権利を強調する共同修

正案（凶5）が提出された。ことに後者の共同修正案

は，次期会期の決議草案を先導することとなった

が，しかし，発展途上国の聞においてもこの修正

案に対して意見が分れることとなった。

翌年の21回総会第二委員会は，先の 5カ国に加

え，新たに提出された14カ国共同修正案（注66）を討

議したが，当該修正案は，発展途上国の自力によ

る資源の開発，販売，および利用方法の選択の自

由と資源開発を行なう外資企業への経営・利益に

対し，発展途上国がシェアーを増大する権利を有

すること，さらに，自力開発実現のため，労働，
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技術，経営の各面で現地要員の訓練を行なうこと

を主要な内容としていた。

イラン代表（注67）は，この共同修正案の提案説明

に際し，資源に対する完全なる主権および支配を

行使しうる時のみ，資源の十分な利用が可能なの

であり，かつ開発途上国の経済開発は経済的独立

を基臓とした上になりたつものであると述べてい

る。パナマ代表（注68）も同様に，天然資源開発への

参加は，主権行使の一手段であり，それはまた，

経済的独立の確保強化の手段であると説明した。

この提案に対し，先進資本主義国は相当の修正

を加えぬかぎり受諾はできないとの態度をとり，

とりわけ，外資の利主主に対する資練所在国のシェ

ア増大権の項目（ 4項）および資源の開発，販売

方法の選択の自由の項円（ 3項）に対しては強硬

に反対し，かかる権利を認めれば，既存の利権協

定の安定が損なわれ，投資環境を悪化するもので

あると強調したのである。

共同提案閣の代表たるアラブ連合（断的は，この

外資企業へのシェアー増大の権利について決議集

中のいかなる規定も天然資源に開発にあた円てい

る外国投資を敵視するものと解釈されてはならな

い。しかし発展途上国は，資源の開発および販売

に対してより強聞な支配およびセーフガード確保

に関心をもっている。決議事軍事案中にもられた措置

は外資を排斥するものではない。より衡平かっ安

定した投資環境は，現行の投資協定に対する発展

途上国の不満の原因をとり除くことによって創り

出されるものであるα この意味で，真の悶際協力

は，資源開発からの経営および利益に対するシェ

アーの増大を受ける発展途上国の権利のIE当性が

認められる場合にのみ達成されるとのべている。

これに対し，アメリ力代表情70）は，第4項に関し

て，発展途上国が自閣内の企業の経営に参加し，ま
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た資源開発からの利益に衡平な配分を受けること

に同意するが，かかる利主主に対するシェアー増大

の権利を当然にもつ，とすることに対しては重大

な疑義を有すると述べた，そしてこのようなシェ

アーは，個々の交渉により決定されるべきであり，

国連がアプリオリに，一方の側に立つことは望ま

しくないとし，さらに，発展途上国の利益が投資

家のそれよりも大きくなることは，外資活動が阻

害され，むしろ発展途上国の利益にならないと主

張したのである。そして「資源開発の経営，利益

のシェアーを衡平な基準に基づいて増大させる発

展途上国の利益を定めるJとする修正案（注71) を

提出したのである。イギリスも，このような規定

は，外資の漸進的収用を規定しているかのような

印象を受けるとし，天然資椋への投資はリスクが

高く，政治，経済的独立の尊重確保と同時に，政

府と投資家聞にそのようなリスクを衡平に負担さ

れるものでなければならないと主張した惟加。

これに対し，共同提案国側は，この「衡平Jか

否かを判断する基準が不明確であるとして， 「関

係国民の開発上の必要および目的に閉して決定さ

れるべき衡平な利益シェアーjとする文言挿入の

提案〈注加を行なった。しかしながら，アメリカ，

イギリスは，資源所有閣の利益が一方的に保護さ

れるとして， 「関係国民の開発上の必要および目

的に照して決定されるべき衡平な利益シェア，た

だし，相直利益の原則に則った経済協力から生ず

る義務を害することなく jとする提案を行ない，

現行投資協定の法律関係の安定を強調したのであ

る(11.74）。

だが，この凶際法原則への言及は，またもや逮

上国の反対にあい，かくて先進資本主義諸問と開

発途上lj";:j(I）対立が決定的とな叶たのである。オラ

ンダ，カナダ等はこのような対立に妥協点をみい
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だすため奔走し，オランダから， 「器発上の必

要と相互に合意しうる契約上の憤行（mutually

acceptable contractural practice）に配慮を加えた衡

平な利益シェアー」位75）とする文言の追加挿入の

提案が行なわれたのである。しかしながら，この

提案に対しては，アメリカ，イギリスともに同意

を与えず他方メキシコからは，オランダ修正案に

対し， 「国際仲裁裁判への付託の含みがあるとし

て，決議案に， 「外国資本の活動は，受入国の園

内法に従うJ旨の新項目追加の提案（注76）がなされ

たのである。このオランダ提案には共同提案国側

も賛成し，第二委員会の分割投票では，この修正

第4項は， 100-十 6で採択され，同時にメキシコ

提案も承認されるに到った。

共同修正案中，先進国の強い反対にあった資源

の開発および販売の選択の自由（ 3項）に関して，

共同提案国側はこの「資源の開発および販売の選

択の自由jが，恒久主権の具体的内容であると強

調し，とりわけ，主権はその行使とは不可分であ

り，したがって資源の開発方法および自由に選択

する権利は，主権そのものとシノニムであると主

張したのである他的。

イラン代表（注78）は， 「発展途上国にとって，天

然資、源に対する完全な主権は，天然資源，産業利

用，淑売への漸進的参加を含む」と述べ，またチ

リ代表〈注79）は， 「すべて国家は，天然資源の利

用，開発，採掘および販売の恒久的権利を有し，

かかる意味で，自闘が，天然資源の支蹴の維推お

よびその利益を確保するため，最良の方法と考え

る法を制定しうる」と主張した。

これに対して，アメリカ代表（注ω〉は，この場合

の主権とは， 「資源の開発，販売方法の選択の白

血より具体的には，自力開発と外資導入との聞

の選択の自由を意味し，したがってこの点が誕わ

天然資源恒久主権と発展途上国

れておれば充分であり，自力開発，販売のみを一

方的に強調することは，国際経済協力の目的に資

することとはならず効果的かつ経済的に開発を促

進しえないと反論した。そして， 「国家は，資源

開発の方法に関して最終的な選択の自由を有す

るJとの原則に間意しながらも，開発途上国は，資

本および熟練要員を欠いているため，選択の自由

を十分行使しえない。かかる意味で， 「法的権利

としの選択の自由Jと「実際上の選択の自由jと

には差異があり，この「自力による」ことを強調

することは，ひいては，外国投資を阻害する「ア

ウタノレキーJ志向となると強調したのである。そ

して，この用語の削除を求める修正案（注舶を提出

したのである

しかしながら，このアメリカの修正案に対して

は，アルジェリ（注82），ソビエト（注8.1）＇ポーランド

（注84）等の途上国および社会主義国は一致して反対

したのである。

結局との第3項は，第二委員会の票決において，

98-0-10で採択された。かくて最終決議案は，

討議過程で提出された多くの修正案を考慮に入

れ， 14カ国共同修正案に，新たに5カ国が共同提

案固として加わり，第二委員会で採択されること

となった。決議案全体は，票決の結果的－0-8

で可決され， 1966年11月25日，総会本会議におい

て， 104-0-6で，総会決議2158(X｝のとして

採択されたのである世間。

決議の内容は以下のとおりである。

「総会は……次のことを宣言する（前文省略〕

1. 総会決議長1803(XW）で認められているよう

に，国連慾主主の精神と原則にしたがって，あらゆ

る国が，自国の開発の利益のため，その天然資源

に対する主権を行使することは，不可譲の権利で

あることをあらためて確認し，
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2. それゆえ，国連は，あらゆる闘がその権利

を十分に行使しうるためにその活動を最大限調和

のとれたものにするよう努力すべきであることを

宣言し，

3. 発展途上国が天然資掠の開発，販売が遂行

される方法を決定するに際して，選択権を効果的

に行使するためには，国連の前述の努力は，発展

途上国が天然資源を最大限可能なだけ開発し，さ

らに自力で開発に着手する能力の強化を助けるべ

きであることを確認し，

4. 各国の天然資源の開発は，常に閣内法およ

び圏内規則にしたがってなされるべきであること

を確認し，

5. すべての悶，とりわけ発展途上国が，外資

によって完全なまたは部分的に経営されている企

業の経営に対するシェアーを確保ないし増大し，

かっそれより生ずる使益および利益については，

関係国民の発展途上悶の必要および円的ならびに

相宜に合意し得る契約上の慣行に妥当な考慮を加

えて，衡平に基づき，一層増大なシェアω を得る

権利を認め，資本輸出聞に対して，この権利の行

使を妨げるいかなる行動をもさしひかえるよう呼

びかけ，

6. 発機途上国の天然資源が外資によって開発

される時は，外資は，そのような開発に関係する

あらゆる分野の発展途上国の要員の妥当な訓練を

行ない，

7. 先進聞に対し，発展途上国の婆請に応じて，

発展途上聞の経済開発を促進するために，その天

然開源の開発，販売のための資本財，ノウハウの

援助を供与するよう，また発燥途上国の外資収入

に悪影響を及ぼすおそれのある一次産品の非商業

的備替を世界市場に放出するのをさしひかえる上

う時びかけ，
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8. 天然資源の開発，販売のために，発展途上

国によって設立された国内機構および国際機構

が，この分野でそれらの国々の恒久主権の行使を

確保するのに重要な役割を果たしており，そのた

め奨励されるべきであることを確認する。

9. （省略）

…（以下省略〉

3. その後の恒久主権論の展開

決議 1803(XVll）および決議2158(XXI）の両決議

は，これまでの天然資糠恒久主権決議の採択の中

で大きな意義をもっと言えよう。とくに決議1803

(XVII）は，天然資源に対する国家の権利を不可譲

のものと確認し，そこに含まれる法原則を明確に

したと言えよう。また決議2158(XXI）も，この恒

久主権の行使に関して具体的，実効的措置を規定

している。

発展途上国は，天然資棋に対する閏家の主権的

権利を単に法的概念として抽象的に確認するとと

には満足せず，一貫してこの値久主権に含まれた

権利を経済的，社会的脈絡の中で，実効的なもの

としてとらえようとしているのである。

この後，恒久主権決議は1968年決議2386(XXIII) 

1970年決議2692(XXV）によって採択されており，

これらは特に決議2158(X沼）に確認、されている原

理の実施をその主目的としている。

第23回総会は，決議2386(XXIII）において事務

総長に対し，決議2158(X沼）の原則および勧告の

うち，主文第5項， 6Ji負， 7項について包括的研

究を第25回総会に提出す喝るよう要請した。

これにこたえて，事務総長は， 「天然資源に対

する恒久主権の行使ならびにその開発のための外

資と外問技術の使用（Theexcerci悼のfpermanent 

日overeignty over natural reメource治 amlthe use of 

foreign capital and technology for their exploitation. 
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Report of Secretary General)」（注86）と題した報告

書を作成し，第25回総会での審議の対象として提

出した。

他方，天然資源問題の増大する重要性および複

雑性の結果， 1970年，第49回経済社会理事会は，

決議1535(XLIX）で，天然資源委員会（Committee

on Natural Resources）をその下部機構として創設

することを決定した。

この委員会は， 「国連開発戦略」全体の中で，

国連を基軸とする国際援助機構による資源活動を

総合的に評価，調整するを主要機能として，恒常

的に天然資源問題を取り扱うものである償問。

また，第25回総会は，決議2692(XXV）主文項

により，総会決議2158(X刃）等で確認された資源

の開発および販売方法に関する発展途上国の権

手I］，外資による経営，利益に対する資源所有国の

シェアー増大の権利につき各国のとった措置に関

する報告を， 2年毎に事務総長に報告せしめるこ

とを要請した。

この要請にこたえて事務総長は，報符（注目8）を第

53回経済社会理事会に提出したが，その審議は第

54回経済社会理事会にもちこされた。

間報告の内容は，外資企業とその受入国側たる

発展途上国との目的の不一致が生じやすv、諸分

野，とりわけ，経営管理，利益分配，悪用，産業

技術の移転につき，垣久主権行使を国g1J，産業別

に分析したものである。

さらに，この決議2692(XXV）で注Flされるこ

とは，従来の天然資源に対する主権的権利の範囲

が陸上資源に限定されていたのが，海洋資源に対

しても拡大されたことである。すなわち決議2692

(XXV）は，摸然とした言葉であるが「あらゆる国

が，人民の利益と福祉のため，…一陸と海（marine)

の最適利用を確保す噛るために権利を十分に行使す

天然資源恒久主権と発展途上国

る」と規定している。またこれに前後して，天然

資源恒久主権が，固有化措置に伴う補償およびそ

の問題の紛争解決に関して，国連の外において新

たに提起された背景をみのがすことはできない。

1972年10月，ジュネーブで開催された第3回国

際連合貿易開発会議の第12会期借舶は，次のよう

な決議88（廻）（注90）を採択したのである。

「自国の天然資源を回復するためにとる固有化

措置は，主権の表明であり，その効果として，当

該固有化措置に対する補償額および手続を定める

ことは，各国に属する。またこれに関連して生ず

ることのある紛争は，総会決議1803(X却に提示

されたことを害することなく，各国圏内裁判所の

単独管轄権にのみ属する tWi出inthe sole jurisdic-

tion）ことを再確認する。」

同会議でこの問題が論議されるにいたった背景

には，チリが米国系鋼会社ケネコット（Kennecot)

社を国有化し，同社がこの国有化措置に伴う補償

請求確保のため，チリからの銅積荷の差押え訴訟

をフランスの裁判所に提訴していたからである。

同会議でチリ代表は，ケネコット社の訴訟提起が，

「国連憲章で述べられている，不干渉，民族自決お

よび国際法に違反するものであるjと表明し仇91),

これに関してチリを含むラテン・アメリカ11カ国

が決議案を提出し， 10月19日，前記「天然資源恒

久主権」決議88(:xn）が採択されたである。

この決議は， f決議1803(XW）に両立するととを

条件にJと言及しているが，しかし，決議1803採

択時に比べそこに大きな変化をみることができ

る。なぜならば，第17回総会第二委員会において

国有化の際の補償紛争解決を同内管轄事項とする

という同主旨のソビエトの修正案に対し，これら

ラテンアメリカの多くが反対ないし棄権したから

である。そして，この決議88(:xn）は，その後第28

3ラ
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回国連総会決議， 3171(XXVII）を先導するものと

なったのである。

第28回総会第二委員会で，アイスランドおよび

発展途上国9カ国は，自国の管轄権下にある海

底，海床および海底の上部水域に存在するあらゆ

る天然資源に対する恒久主権への諸国家の権利を

確認し，天然資源に対する恒久主権の行使たる国

有化に伴う補償額，支払u、方法の決定および起こ

りうるいかなる紛争の解決も当該国有化措置をと

った国の国内法によるとする決議案（注附を提出し

たのである。

さらにこの決議案に加え，イラク，アルジエリ

アおよびシリアは，固有化の際の補償に関する追

加修正案を提案（注93〕した。

これに対し，先進資本主義諸国は，この修正案

は国有化の権利に伴う義務を無視しており，また

国有化に関する紛争解決は悶際法にしたがうと解

釈する余地がなくなると主張し，この決議案およ

び修正案に反対したのである（削4〕。かかる反対に

もかかわらず，補償およびそれから生ずる紛争解

決は国内法による，止する主文第3項は， 86-11-

23で採択されたのである。この主文第3J質は次の

ごとく，述べている。

「天然資源確保のために，その主権の表現とし

て，国家によりとられた閤有化の原則の適用は，

各国家が可能な補償（possiblecompensat凶n）額お

よび支払い方法を決定する権利を有し，かっ，そ

れより生子る紛争は，かかる措置をとサた各国内

法にしたがって決定されるべきことを意味するこ

とを確認し…－。J

間決議をみると，前記悶連貿易開発会議の決議

88 (Xll）中の「決議1803(XVil）との附立jといった

条件の文設はま＇）たく付されておらず，さらに，

これまでの「適当な」補償という文首は， 「可能

36 

な補償Jという用語に変っている。この決議は，

国有化と補償問題が当該国有化闘の閣内管轄事項

として認めた最初の総会決議であり，天然資源恒

久主権の発展にとって大きな意義があると評しえ

よう。

かくして， 12月17日，総会本会議は決議3171

(XXVII）を全体として108-1-16で採択したので

ある（注目）。

このような資源主権強化はなおも展開し，翌74

年，第6凹特別総会（資源総会〕で採択された

「新国際経済秩序樹立に関する宣言（Declaration

on Establishment of a New International Economic 

Order)J慌時（決議3201C S -VI），第29回国連総会

における「諸国家の権利義務憲章（Charter。fEco・

nomic 即位tsand Duties of States) J （総会決議3281

(XXXI)) C注97）へと発展した。

これらの宣言および決議は固有化の権利を一層

強化し，天然資源a恒久主権は発展途上国が求める

新国際経済秩序の基礎として位置づけられてい

る。 「新国際経済秩序樹立に関する宜言Jは，投

楽に付されることなく，一括コンセンサス方式で

採択されたが，天然資調恒久主権については，次

のように述べている。

1 4 （叫あらゆる天然資源と全経済活動に対す

る完全な恒久主権。そのうだ然資源を保護するた

め，いづれの闘有化および所有権をその国民に移

転する権利とともに，天然資源に対する効果的な

管理および自国の状況にふさわしい手段により，

その開発を行なう権利を有する。この権利は，国

家の完全なる恒久主権の表現に他ならない。いか

なる悶家もこの不可識な権利の自由かっ完全な行

使を妨げる経済的，政治的，その他いかなる形の

強制もうけることはない。

4 (f），外国政府による他民地支配およびアパル
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トヘイトの下にある全ての閏家，領土およびその

国民は，それら国家，領土および国民の天然資源

およびその他の資源の開発，枯渇および破損の回

復，さらに完全な補償をうける権利を有する。」

（傍点筆者〕

宣言では，固有化の不可譲の権利が強調される

一方，また，これまでの決議で少なからず爾われ

ていた「相当の補償」も姿を消し，公目的のため

に国有化を行なうという制限もついていない。さ

らにこの宣言で注目されることは，天然資源恒久

主権がおよぶ範囲を経済活動全般におよぶとした

ことである。この点は，！宣言採択過程で最も争点

となったところであり Ci't98），先進資本主義国も強

硬に反対したのである。かかる公式化に反対する

先進資本主義国は，各々留保声明を行ない（注99),

恒久主権の行使が国際法の諸原則にしたがうこと

を強調したのであった。

さらに，この宣言に述べられた天然資椋恒久主

権原則は， 「諸国家の権利義務憲寧j第 2条2項

（口）においても確認されている。

「各悶家は次の権利を有する・・・・・・（ι）外国資産を

悶有化，収用し，またその所有権を移転十ること，

ただし，その場合には，自問の適切な法令およど

自国が適当とみとめるナべての事情を考慮して，

適当な（appropriate）補償を支払わねばならない，

補償問題で紛争が生じた場合はいつでもその紛争

は当諸国有化問の悶内法に基づき，かっ法廷にお

いて解釈されねばならない。」

この第 2項（c）は，すでに決議3171(XXW）で述

べられた規定の再確認と常えが注100）が，とれに対

しては，先進資本主義悶側も祇抗をみせ，第 2委

員会の審議過程で，国有化，収用が公目的のため

に行なわれなければならず， :iE~当 (just）な補償を

条件とする，という修正案（注101）を提出したので

天然資源悦久主権と発俣途上国

あった。

しかしながら，先進国側のこの留保案の試み

も，その票決において， 19-87ー11であえなく退

けられて，総会決議3281(XXIX）は，分割投票の

結果，全体として， 108-16-6で採択されたの

である。

国連における一連の天然資源恒久主権の発展の

中でみた場合，とりわけ，これら宣言および決議

は，発展途上国がその経済発展のために，自国の

資源に対する恒久主権をより有効に行使すること

を可能としたものと言えよう。

（注 1) 決議1803(XW）成虫までについては，

U. N. Conference on Permanent Sovereignty over 

Natural Resources，“Historical Summery of Discu -

ssions Relatin釘 tothe question of Permanent Sov-

ereignty of Peoples and Natural Wealth and 

Resources，” A/AC. 97/1 (12 May, 1959); Hyde, 

J. H，“Permadent Severeignty over Natural Wealth 

and Resources，” American Journalザ Int'lLaw, 

Vol. 50, No. 3 (1956), p. 854; Baneijee，“The Concept 

of Permanent Sovereignty over Natural Resources: 

an Analysis，” Indian Journal of Int’l Law, 

Vol目 8( 1968), p. 515；松井芳郎「天然の衝と軒以1

に対する永久主権J（『法学論策』第97巻第 3｛ラ） 35～ 

57ベージ。

（淀2〕 本稿で11fflした決滋立；は E/C.97/11 (29 

Dec. 1970, p. 97）によった。「経済社会理事会および

総会で採択された天然資微分野の決議集］

Ot3〕 外務省悶際連合同社会課『悶際人権規約の

成立の経緯』昭和4:1年 2ページ以下。

(it 4〕 A/AC.97/1, para. 1. 

( /l: 5) A/AC. 97/1, para. 2. 

〔tt6) Ibid. 

(It 7〕 A/C.2/L 165 and corr. 1 to 3. 

Ci主8〕 Whiteman,Dijest Int’l Law, Vol. 8, p. 

1027. 

Cl!: 9) Hyde, op. cit., p. 854. 

〔IUO) 判決内科は，問問g“一間畑茂二郎『外悶

！佼P世間有化と闘際法』日本閤際問題研究所 IIR和初年

37 
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253～254, '257～58ページ。

（注11) A/AC. 9711. para. 6. 

（注12) E/CN. 4/705 draft resolution FL 

（注13) A/AC. 97/1. para. 3. 

〈注14〕 A/AC.97/1. para. 9. 

〈注15) Ibid. 

〈注16〕 前燭『国際人権規約bl/:一山，の｛径約』 15～21ベ

ージ。

（注17) プラジノレ， コスタリカ， エノレサドパドノし，

ギリシア，インド，パキスタン，ポーランド，シリア，

ヴェネゼェラの 9ヵ国で構成。

（注18〕 A/AC.97/1. para. 5. 

（注19) Ibid. 

(ll:20) A/AC. 97/1. para. 12. 

（注21) 天然資源恒久主義委員会の討議は，松井

前掲書に詳しい。 Hyde，ゆ.C1・t., p. 806 ; Garn boa, 

M.J.，“The Permanent Sovereignty of Peoples and 

Nations over Natural Resources，” United Nations 

Review (July 1961), p. 29. 

〈注22) A/AC. 97/5.予備研究の内符につし、ては，

安藤仁介「天然の富と資源に対する永続的主権の現状

一一一国際連合事務μによる研究J（『国際法外交雑話J

60巻 3~-) 137～154ベージ。

〈注23) A/AC. 97/5. Rev 1. 

（注24) E/3511 and Add. 1. 

（注'25) 外務肖国際述合局経済課『第32回経済社会

理事会の事業』昭和38年 77ベージ。なお決議1515

(XV）「低開発悶の経済発展のための共同宣言」主文

第5項は， 「その富と天然資源を処分する国家の主権

的権利は，国際法の下における悶家の権利義務にした

がL、っ，尊重されるべきこと」と述べている。

（注26) 決議1803(XVD）については， G創刊 K.N., 

“Permanent Sovereignty over Natural Resources; 

An Analytical Review of the United Nations Decla・

ration and its Gemesis，＇’ lnt!l and Comparative 

Law Quarterly, Vol. 13 (1964) p. 398; Schwebel, 

s.，“’fhe Storv of the United Nations Declaration 

oロPermanentSouvereignty over Natural Resources，＇’ 

American }far Association Journal, Vol. 49, 

1963, p. 463; Committee on Int’i Law，“Report on 

United Nations Resolution 1803 (XVII) on Penna-

nent Sovereignty over Natural Resources，” R町 ord

of the Association of the Bar of the City of New 

38 

York, Vol. 18 (1966),p. 337; 0’Keef, P. J.，“United 

Nations and Permanent Sovereignty over Natural 

Resources，” Journal of World Trade La叫 Vol.

8, No. 3 (May-June 1974), p. 293; Baneijee, op. 

cit., p. 535 ; Mughraby, Pe門ηanent Sovereiguty 

仰 erOil Resources, 1966, pp. 15---42；松井前掲書。

（注27) E/3511. A/AC. 97/73. この決議案は多く

の修正を受け（A/AC.2/6. 654 and corr. 1），全体で

60-5-22 （棄権〕で採択された。

（注28) 米案 A/C.2/L. 668.英案A/C.2/6. 669. 

（注目） A/ AC. 2/6. 670. 

(IUO) A/C. 2/SR. 850. para. 32. 

C 1u1〕 A/C.2/SR 855. para. 47. 

引い32〕 A/C. 2/SR 842. para. 17. 

（注33〕 A/C.2/SR 842. para. 4. 

（注34) A/C. 2/SR 846. para. 18. 

（注35) A/C. 2/L倒 6.

（注36) A/C. 2/SR 850. para. 16. 

(/137〕 A/C.2βR 835. para. 10. 

( ll:38) A/C. 2/SR 850. para. 20. 

( /139〕 A/C.2/SR 850. para. 16. 

〔HAO) A/C. 2/SR 846 para. 4. 

( /l:41) A/C. 2/SR 845. para. 39. 

（注42) A/C. 2/SR 845. para. 31.プラプ連合も，

閑有化の際における補償は草案の震要な原則であると

述べている（A/C.2/SR 842. para. 12）。

（注43〕 A/C.2/SR 834. para. 25. 

（注44) A/L. 2/L 686/Rev 2. 

（注45) A/C. 2/L 686/697. 

（注46) A/C. 2/6 686/Rev 3. 

川 47〕 A/C.2/6 697/Rev 2. 

（注48) A/C. 2/SR 858 para. 16. 

(lt'.49) A/C. 2/SR 851 para. 29. 

（注50) A/C. 2/SR 834. para. 27-33. 

（注51〕 A/C.2/SR 8日.para. 55. 

（注52) A/C. 2/SR 852. para. 19. 

（注53〕 A/C.2/SR 845. para. 39. 

（注54〕 A/C.2/SR 851. para. 13. 

（注55) A/C. 2/SR 858. para. 12. 

Ct七56) A/C. 2/SR:851. para. 6, A/C. 2/L 691. 

（注57) A/C. 2/SR 851. para. 33. 

（注58) マグラピーは， 「遡切な補償基準を決定す

る第 1次的機能が国内法に与えられるものと解され
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るj と述べてしる。 （Mughraby,op. cit., p. 30) 

(it59) A/5344/Add. 1 and Acid. 1/corr. 1. 

（注60) A/L. 412/Rev. 

（注61〕 A/L.414. 

（注62〕 反対はフランス，市ア共和［斗，棄権Lt社会

主義諸問およびビノレマ， ガーサ。

( lt:63) E/3840. 

Ot64) A/C. 2/L 806 and Acid. 1 and Rev 1. 

（注65) A/C. 2/828 and Add. 1. 

（注66) アノレジエリア， ピノレマ， タンザニア， ボー

ラント”， fラン，イラク，ウクライヲ，シリア，パナ

マ，モーりタ： 7，アラブ速f,-' りl二ア，モロソコ，

::,_ －ーこZ• 0 

(tt,67) A/C. 2/SR 1050. para. 7. 

Ot68) A/C. 2/SR 1050. para. 5. 

（注69〕 A/C.2/SR 1050. para. 2. 

（注70) A/AC. 2/SR 1050. para. 34. 

（注71) A/C. 2/L 873. 

（注72) A/C. 2/SR 1050. para. 23. 

（注目〕 A/C. 2/SR 1059. para. 16. 

(it74) ノルウェーは，外同投資協定の週)fl，外向

投資へのセーブガードを第 4l)'{b'. ;j及 Lていないと主

張している（A/C.2/SR 1053. para. 4）。

( iT:75) A/C. 2/L. 885. 

(ft76) A/C. 2/L. 886. 

(tt.77〕 ザンビ γ （A/C.2/SR 1053. para. 19). 

Ot78〕 A/C.2/SR 1050. para. 2. 

（注79) A/C. 2/SR 1053. para. 13. 

（注80〕 A/C.2/SR 1050. para 32, 1052. para. 

18. 

（注目1) A/C. 2/L. 873 and Rev 1. 

( 1182) A/C. 2/SR 1051. para. 33. 

(lt83) A/C“2/SR 1052. para. 26. 

（注品4) A/C. 2/SR 1052. para. 14. 

( il:85) γ メリカ，イギリス， 日本， 寸ノレタ， オ

ストヲリア，ベルギー， アルゼンチン， Jーコージーラ

ンド，マグラビーはこの決議のコメントにおL、て「資

排；l開発にj) L、ていl有化は，的効本化となる場合以外は

このましいものではなL、。般向効準化が U的であり，

凶有化t:J:究阪l'l'Jfo！立である」正述ベている。Mughraby,

“氏自centDevelopment in Permanent Sovereignty," 

MEES, Vol., X, No. 14 (1967). 

(ll:86) この織告の )11,if｛は，ぬi創n事之『天然資i』Hの

天然資源恒久主権と発展途上関

永久主権』アジア経済研究所 1972年。

(Lt87) 天然資機委員会は各会期jごとに報告を出し

ているが， これら報告の詳細は， E/4969.E/C. 7/13. 

Committee on Natural Resources, ＇‘Report on the 

First Session" (22 Feb-10 March 1971), ECOSOC 

O伍cial/Record,Fiftieth Sess., Supplement No. 6. 

E/5097. E/C. 7/22, Fifty-second Sess., Supplement 

No. 5. E/5247. E/C. 7/43, Fifty-fourth Sess., Supp-

lement, No也 4.

〔注88〕 E/5170.

（注89) 討議の詳紛は UNCTAD,Trade and De-

velopment Boa1・dOfficial Records, Twelfth Session, 

First and Second Parts (TD/B/SR 313司 342,353-356 

and 358-360). 

(It二90) UNCTAD, Doc. 1、D/B/421,Jou門 wlof 

lVorld Trade Lau’， 1973, p. 376. 

( it91) TD/B/SR 335. para. 7. (Ibid., o伍cialre-

cord, p. 244). 

（法92) A/C. 2/L. 1328 and corr.アイスラント・o〕

提案説明 A/C.2/SR para. 45. 

（注93) A/C. 2/L. 1334. 

Ci主94〕 A/C.2/SR 1577. 

（注95) 反対したのはイギリスだけである。

〔注96) Int'! Legal Matterials, Vol. 13, No“ 3 

(1974), pp. 715吋 719‘（川凹侃編『今日の南北問題』円

本評論社 2（ゆ～225ベージ〔仮訳〕〕

(tl:97) lnt'l Legalル｛aterials,Vol.14, No. 1‘III 

畑茂二郎・雨林秀雄編「茶本条約・資料集J325ベー

ジ（仮訳〉。

(tt98）“ Permanent Sovereignty over Natural 

Resources as a Cornerstone for Int’l Economic 

Rights and Duties，” P. J. I. M. Wail.rt, Essa）明 on

Int'! Law and Relations, 1977, p. 311 (Sijoff). 

（注99) 先進闘儲保説明の内容は，Int’fLegal Ma-

t円・ials,Vol. 13, No. 3 (1974), pp. 744-766. 

uuoo〕 R・C・A・ ,t，、ワイトは， f国平fftの合法

燃の安件として If：ι~ な補償要併が依然存在するという

ことは難 LL、0 ；！＜らにこの新 Lい基準は悶有化闘の間

内法規を九該支配としており，除111化を関際分野のも

の庁なくし fこように思われる」と述べている。 White,

Robin C. A.，“A New International Economic Or-

der，＇’ Int'l & Comparative Law Quarterly, Vol. 

24 (1975), p. 547. 
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（注101) lnt'l Legal Material, Vol. 14, p, 262-

263. 

頂天然資源恒久主権の地位および性質

国連における討議過程より明らかなように発展

途上国は，天然資源値久主権を，「自決権の基本的

な構成要素J(basic constituent of the right to selfd巴・

termination）」 （決議1314(X ill））と考え，人民と民

族の天然資源恒久主権の権利は， 「彼らの国家的

発展と関係国人民の福祉のための行使されねばな

らないjと主張した（決議1803(X Vil）〕第1項〉。そ

して，との恒久主権の具体的内容を， 「資源保有

国の自力による開発および販売」（決議2158(X刃）

第3項）と明示している。

このように天然資源垣久主権概念は近時ますま

す明確化されつつあるが，では，この天然資源恒

久主権は国際法上いかなる地位および性質をもつ

ものであろうか。

ところで，主権は一般に独立権と同義に解され

ているが，このことは，他国の権力的支肥を排除

するものであり，特に也国の権力から主権は独立

していることを意味している（注1）。

他方，この主権は，自国内における領土，人民

および物に対し，支配的権限を含んでいる惟2〕。

Quidquid est in terriorio est etiande territorio 

（領土内にあるものはすべて領域に属する）の原則は

まさにこのことを示したものと言えよう。

かかる意味から，国際法主体としての国家は，

独立権および領域主権，対人主権をもち，これら

三つの要素が主権の内符を構成する（削〕と言われ

るのである。

しかしながら，この国家の排也的権利は，当然

に同様の地位を認められた他国の存在を前提とし

て，また悶際法による制限の範囲内で，他閣の権
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力から自由であることを意味する。したがって，

平等な基礎に立ち，他国とある法的関係に入った

場合には，他国の主権は，尊重しなければならな

いのである。

主権はまた，慣習国際法，条約により制限され

ることがあるが，法理論上，この条約による任意

の制限は，主権の放棄としてではなく，主権の属

性とみなされてきた（注4〕。

このように，主権はある領域，財産，人民に対

し，国家の権能の総体を意味する概念として使用

されてきた。

では，天然資源’恒久主権とこの主権概念の関係

はどのように考えられるのであろうか。

まずこの恒久主権概念が初めてもち出されたの

はすでにみたように，人権委員会第8会期におい

てチリ代表が民族自決権の経済的側面をあらわす

ものとして提起したものであった。国連における

初期の討議は，この天然資源恒久主権を民族自決

憾との関連でとらえたのであり，決議もまたこの

とを確認してきた。たとえば，決議626(Vil），ま

た国際人権規約第 1条2項は，恒久主権の主体を

「人民（people）」としていることからも明らかで

ある。だが他の決議ではまたd恒久主権を「国家j

の権利と規定している。決議1515(XV）は，各国家

の主権的権利とし，決議1803(XVII）は前文におい

て国家の固有の権利と規定している。さらに最近

における決議2158(X刃）および決議3016(XXVII)

でも国家の権利として確認している。

では，このような変化は一体なにを意味するも

のであろうか。

先進資本主義国は，この天然資源恒久主権を民

族自決権との関連でとらえることに反対したが，

それはその前提たる自決権が国際法上いまだ確立

されていないとの理由からであった。確かにこの
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民族自決権の法的性質については学説上も大きく

分かれるところであり，政治的原則（注5）であると

も国際的権利〔注6）であるとも言われる。しかしな

がら，この天然資源恒久主権は「人民および民族

の権利としてとらえられた背景を考慮する際，国

連における脱植民地主義という現象との関連でみ

た場合より一層明確になるように思われるのつま

り，発展途上国は，政治的自決権は経済的自決権に

よって裏打されないかぎり完全なものではないと

の基本的認識に立った上で，天然資源に対する国

家の主権によっては，カバーされない非自治地域

等の従属下の人民も当然そこに予想してU、たので

ある位7)。しかしながら，決議1803(XVII）の採択の

頃より，天然資源恒久主権に対する意識は大きく

変化したといえよう。つまり， 60年代，アジア・

アフリカ諸国の多くが独立して国速に加盟するよ

うになり，むしろ，天然資源恒久主権を国家の権

限として強く意識するようになり始めるのであ

る。このことは，決議1803(XVD）の規定に明確に

あらわれているように恩われる。この決議事は，天

然の富と資源に対する人民および民族の権利は彼

らの国家的発撲と関係国人民のために行使されね

ばならないと規定しており，経済的自決権を独立

獲得の前後を間わず人民と民族はなお有するとし

ながらも，決議は，独立前後の経済的自決権の意

味，内容について，また具体的なあり方について

もその謹異を明確にしておらず，むしろ外国人資

産の悶有化を中心として，独立後の同家主権の問

題に限定していると設える。

かかる意味では決議長 1803(XVD）は， これまでの

天然資源恒久主権の基礎をあいまいなものとした

といえる。

他方，天然資源恒久主権は民族自決権との関連

でとらえることには反対されたが，先進資本主義

天然資源恒久主権と発展途上国

間もこれを国家主権のー要素とすることに反対す

るものではなかった。このことはその後，国連

の討論においても，とくに第17回および21回総会

において，国際法の下における天然資源恒久主権

それ自体の存在は挺われたことはなかったのであ

る。決議が「国家」の権利として規定したのもそ

の確認に他ならないといえよう。

しかしながら，先進資本主義国からは，天然資

源恒久主権の性質に対してはまた批判がなされた

のである。つまり，発展途上国は，天然資蹴恒久

主権をオースチンの主権の性質のものであり，す

なわち国家資任のいかなる制限からも絶対的，無

条件のものであると考えていると（lt8）。そして，

途上国が主権の法的性質との関連で，天然恒久主

権概念およびその目的とするところのものを，所

有権と｜司等視していると批判し，かかる主権の解

釈は不当に誤った意図のもとになされたものであ

ると主張した。

ウオートリー（B.A. Wordy）は，この主権概念

と所有権の混同を次のように述べている。

「多くの混乱は， 19世紀，領域内の人および物

に対する領域主権の権能を誇張したことによる。

…国家の領域内に存在するものはすべてそれ自

体，またそれが帰属する人と別に考察したとして

も，領域主権の絶対権に従うものと当然に主眼さ

れてきた。だが， imperiumsovereigntyおよび

eminent domainは所有権ではない。領域主権は

間際法体系に属するものであり，悶際法に優位す

るものではないj惟 9）。

法理論上，確かに主権と所有権とは明確に庇別

されうべきものであり，かりに資源開発企業がそ

の資源に対して所有権を有するにしても，その主

権的支配のもとにあることには変わりない。そし

てこの主権的支配と所有権的支配とを同時に可能
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とするのは，国有化を行なった時であるとも言え

よう。しかしながら，さきのウオートリーの主張

は，国家の領有権の法的性質との関連でみた場合，

別の考察を必要としよう。

つまり領有権の法的性質については（注1叱学説

上所有権説および権限説とに分かれているが，前

者は，領域権の本質を私法上の所有権に類推し領

域を任意に使用し処分しうる権利とする。他方，

権限説は，領有権を領域内の人に対する閑家の統

治権または国際法の権限であると主張するもので

ある。しかしながら，岡家は客体として物を処分

する権利（dominium）とともに，領域内の回すべて

の人を支配する権利（imperium）の両者を含んだ包

括的な権能をもつものであり，いずれか一方の権

利だけを領有権の本践とみるのは適当でないと言

わねばならなし、。

このようにみてくると，ことに途上国がその資

源に対する鉱業法政策において，国家専有主義も

しくは国有化主義を主張しているこ止を考える

と，主権的支配と所有権的把握とを合体して突然

資源恒久主権の内容を理解している法的論理に付

合するものと首わねばならなし、。

そして，このことはまた，地下鉱物資棋の所有

権に関する法原則の観点かお見た場合においても

途上国の恒久主権主張の意味は，明らかであると

思われる。つまり，地下鉱物資源の所有権帰属の

原則については，英米法においては，地下鉱物資

械の所有権は地表の所有者に帰属するとされてい

る。他法，大陸法系の聞においては，地表の所有

権が誰に鵜十るかには，関係なく，地下鉱物資糠

は，間家がこれを留保するとされている惟11)0

しかしながら，資源所有国においては後述する

ように，これまで資源の開発に関する近代的な国

家主導的鉱業法体系をもたなかq たのであり，こ
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のことを考え合わせると，途上国にとって天然資

源恒久主権は非常に大きな意義をもつものと言わ

ねばならないであろう。

では，これらをふまえて天然資源恒久主権の性

質をみた場合，その性質とはいかなるものなので

あろうか。

天然資源値久主権委員会の議長であったガンボ

ア（Gamboa）は，委員会で表明された見解につい

て，次のように述べている。

「人民および民族は，その天然の富と資掠に対

して不可譲の権利を有する。委員会はこれまで間

連決議に用いられてきた用語である「恒久主権Jを

採用した。この用語に与えうる唯一の合理的解釈

は，天然資源の究極的支配権または所有権は，そ

の人民と民族に帰属するということ，それは彼ら

に闘有のものであること，これは彼等から奪うこ

とはできず，また，いかなる理由によっても害さ

れるべきではない。」（注12)

また，カスタニェーダ (J.Ca自taneda）は，国際

法は主権を承認し制限することはできるが，主権

の基礎をなすものではない。そして主権は独立と

同一化されまた間際法に先行するものであり，か

かる理由にもとづき第三世界は天然資源に対する

恒久主権を国際法にもとづいて主張しないのであ

る（注13），と述べているο

さらに，このような基本的認識は，最近におけ

る第6回資源総会においても， 「天然資源恒久主

権なる用語は，開発および経営についていかなる

取極を締結しようとも，主権はなおその保有者に

そのまま残るj と表明されたのである（制的。

かくみると，発展途上聞によゥて主唱される天

然資淵髄久主権は，それが恒久と規定されるのも

資源の悶家帰腐は本来的には，その当該国家およ

び国民がその直接的受益者であることを意味して
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おり，この点で，恒久主権は新しい主権の創設で

はなく，主権国家に共通する一般原則を含むもの

と言わねばならない。ことに，発燥途上国によっ

て考えられている天然資源恒久主権を彼らが置か

れていた植民地主義体制との関連でみた場合，こ

れまでの彼らの主権を侵害するような形で天然資

源を開発してきた先進資本主義国に対し，その抗

議概念として持ち出されたものであり（注15〕，天然

資源恒久主権の性質もまたこのような意味で理解

する必要があろう。

（注 1) 川畑茂て郎『同際法 I.11〔新版） 有乱闘

昭和48年 310ベージ。

( /1: 2 ) Bin Chen，“ The Rational of Compensa-

tion for Expropriation，” The Grotius Society, Vol 

44, London, The British Institute of Int'l & Com-

parative Law, 19日丸 59,p. 274. 

(rt 3) Oppenheim, L., lnt'l /,me, 8th ed. Vol. 

1, Longmans, 1955, p. 2内6.

（注 4) S.S. Winbleden Case (1923); 憐！JII'.｛コリ1,

『国際判例研究 l』 千i斐限1 19 ＇.~3年 6ベ－ ,; 0 

（注 5) Brownlie, L., I》rinciゆleof Public Inter-

national Law, 2nd. ed., Oxford, 1973, p. 575. 

(/Hi) ヒギンズl:t，凶述機関長年に？）fこる実i]Lt, 

いまや「l1Jとの l:tl際的権利力、 1(ti: してL、ることの十分

な証拠が挺Illされているとする。 Higgins, R.，アhe

development of International Law through the 

Politicalοrgan on United Nations, 1963, PP. 100, 

10.."l.わが闘では， Iii子教股がこの立場をとって L、る。

山子治之「樹氏j也休ft,11の崩織と悶際法.J(IT' i'r：命的法宇』

第34号〕 206ページ。

Ci± 7) Ge1唱， op.cit., p. 446. 

(it 8) Benejei, oρ，rit., p. 516. 

（注 9) Wordy, B. A., E.xJうroj>riationin Public 

I河ternationalLaw, Europ日anBusiness Ser., 1959, 

p. 12. 第 17回総会においても同様な指摘がなされて

いる。スウ丘一デン代表は，「天然資源恒久主権は明

らかに資隊所有閑に隠するものセあり，それは所有権

と向ーのものではなし」したがって資源の外間入所有

を認、めることは，その主権を和If》失うものだはなし、。

主機はその！lil内t去をJJ1iじて行使されるの・cあり，その

法は外凶人が伐採をどのように｛変則 L，かつ天然資ii);[

が国語誌に移管されねばならなし、か:eかを決定するので

天然資源恒久主権と発展途上岡

ある。それゆえ，かかる立法は， 2当然に国際法，かん

なづく補償にi渇する副際法に一致するものでなければ

心：らら：いのである。天然資源恒久主権はそれゆえ，政

治的概念である」（A/C.2/SR, p. 271）また，ジェスも，

「所有権は各国が採択した法にその目的，妥う当性をお

いている相対的統念である。したがって，所有権は国

家の主権的性質に白米するものであり，法律的な意味

では， i司家はその資源の外国人所有を認可することに

よって， その主権の側面を失うものではない。」 と述

べている。 Gess,oj>. cit., p. 416. 

〔LUO) 飢白権の法的性質に関する学説について

は．大津章「領峡および領域概念の法w的構成」（『間

際法外交法雑誌』 H召和 3年 2JJ～4年4月〉参照。

(itll) 安藤勝美編『発展途上諸凶の鉱業法』アジ

7経済研究所 1977年 2ページ。以 F参照，ニコラ

ス・ J・キャンベノレ箸，松井県訳「地下鉱物資総の・M

l掲の法珂：大｜産法と英米訟」（『海外商事法務』 98号〉

24ページ以下参照。

C i.l 12〕 Ganboa,op. cit., p. 30. 

〔iU3) 安藤勝美『アノレジエリアの行力111m発協定』

アジア経済研究所 1978年 80ベーン。

(/U4〕 deWart, op. cit., p. 311. 

（汀15) Sharter, Oscar, Sharing the World Reso・ 

urces, New York, Colombia University Press, 1977, 

p. 21. 

W 天然資澱恒久主権の行使

決議2158(X却は，天然資源に対する主権的権

利の実効的行使として， 「資椋開発および販売の

選択の自由J,r外資に対するシェアー増大の権利J

を掲げたが，では，開発途上国はいかなる様態の

もので，この天然資糠恒久主権を行使しようとし

ているのであろうか。この点を検討する前に，ま

づ，発属述上国がかかる要求を打ち出した背景が

指摘されねばならないであろう。

これまで開発途上聞における鉱物資源の開発を

制度的に支えてきたのは，いわゆるコンセッショ

ン（Concession. 利権協定）（注1) と称される制度

である。このコンセッションなる簡は，本来岡三五
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による特権（Privilige）の付与，特許状（letterspa-

tent），政府によるライセンス (license）など，主権

国家との契約をあらわすためにもちいられてきた

ものである。しかしながら最近では資源開発コン

セッションの比重が高まり，コンセッションを経

済開発協定（注むとみなす考え方が一般化しつつあ

る。ことに従来の利益権協定は契約的要素よりも

むしろ，恩恵的要素をもっていたため，これらコン

セッションの条件改訂への意識が高まっている。

1965年3月，カイロで開催された第5回アラブ

石油会議の報告は， 「コンセッションから契約へ

(From Concession to Contract）」と題して，対等の

立場iこ立たないで締結された従来のコンセッショ

ンの条件を改正すべきであると述べている。

ところで中東における石油コンセッションに関

しても，メジャーズがその資棋を支配してきたの

は，このコンセッション制度を通じてであった。

中東における石油開発は， 1901年のダーシ一利権

協定iこ始まるとされるが，その後国際石油資本メ

ジャーズにより．石油資源支配が漸時確立される

ようになった。しかしながら，この当時のコンセ

ッション協定は，一方の当事者である産油国に近

代的な法体系がない時に締結されたため，その協

定内容は不平等ともいえるものであった。たとえ

ば， 1933年5月29日に締結された ArabianAme-

ri伺 nOil Companyとサウジアラピアの利益協定

は，石油操掘および生産，精製，輸送等に対する

鉱業権の付与を規定し（ 1条），地域的優先権，土

地使用権（3条， 25条〉また経営権（23条〕等が与

えられ，国家はロイヤノレティーの受取人としての

地位におかれたのである。そしてそのロイヤルテ

ィーもトン当り 4シリングという数料利権で，低

くおさえられていた（14条）位3）。さらにコンセ

ッション協定の期間も非常に長く，広域にわたっ
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ている。

第二次大戦前，中東で締結された石油利権協定

はほとんどこれと同様の内容を持つものであった

と言える。

しかしながら，戦後，地下地源に対する主権意

識が向上した産油国は，これまでの利権契約の改

定を求め，利権料に対し，国定利権料方式から利

益肥分（ProfitSharing）方式に変更をせまるように

なったのである（注4）。このような背景には，ベネ

ズエラ石油法（1943年）がすでに利益折半配分の原

則を導入していたことがあり，それが以後中東諸

国に大きな影響を与えたものと考えられる世5）。

たとえば，この方式は1950年，サウジアラビア

が勅令に上り，所得税法を整備して法人に対して

50%の所得税付加を決定し，アラムコに承認させ

たほか， 51年，クウェイト石油会社， 1952年，イ

ラク石油会社，カタール石油会社等にも採用され

ている。

特にこの利益配分方式を前進させたのは，日本

のアラピア石油とサウジアラピア（56対44〕およ

びクエート（57対43）との協定であると言える。

この協定は産油国側に優位な立場を与え，この当

時としては画期的な協定であった。

その後，このような利益面での参加傾向は合弁

事業方式を生み出すものとなり位6），具体的には

1951年，イラン国有化事件の結果成立した国営イ

ラン石油会社（NIOC）とイタリアの国営石油会社

AGIPとがこの利権付与合弁事業協定を初めて締

結した（注打。この合弁事業方式は，利益折半方式と

問機50%の所得税を政府が徴収でき，さらに政府

は，共同出資者の資格で25%の収益の配分に参加

できるものであり，75%の国家収入を保証した。こ

れは，利益参加であると同時に経営参加，資本参加

でもあり，産油国の石油資源に対する「所有」意



1978120047.TIF

識を大きく穣成したといえる。

この NIOCとAGIP聞の協定は，その後中東

産油国のみならず，他の資源開発国にも普及し，

大きな影響を与えたのである。

さらに，天然資源に対する恒久主権を実現する

ための主体的参加は，請負契約方式（ServiceCon-

tract），生産分与（ProductionSharing）方式へと展

開されていった（注8〕。

まず，請負契約方式は， 1966年，イランのNIOC

とフランスの国策会社ERAPとの聞にとられた。

この協定の特徴は，原油の所有権および経営権は

全て NIOCが所有し， ERAPは石油の探鉱，出

発に関する単なる総請負人（GeneralContractor）と

しての地位に置かれたことである。

特に石油所有権の帰属に関しては，合弁事業方

式と比較した場合，合弁事業は共同出資者に対し

て各々50%の所有権を与えていたが，ニの請負契

約方式は，発見した可採埋蔵量の50%が協定の範

囲から除外され， l説家保有分として留保され（：1,

21条〕，生産された石油はすべて坑井元において

NIOCが全面的に所有する〔6条〕としている。

そして， ERAPは一定の原油を，コスト，ロイヤ

／レティーおよび所得税を含む価格で関取る権利を

有する地位；を獲得した。さらに，土地および回定

資産についても，換業のため取得され次第，所有

は NIOCに帰属し，請負人は，単に協定期間中

使用権を有するとされたのである（注9¥

他方，生産分与方式は， 1963年にインドネシア

が公布した［生産分与方式に関すす大統領布告J

にみられるが，この協定では，外国企業はサービ

スを提供し，その代償として政不fからあらかじめ

協定した割合で生産物を受けとることを特徴とし

ている(ll:10)c， この点で前記請負契約方式と類似性

をもサものである惟11）。しかしなが九，これら諦

天然資源恒久主権と発展途上凶

負契約方式および生産分与方式双方における共通

点としていえることは，相手側企業はもはや鉱業

権の所有者でもまた生産物の所有者でもないこと

であり，また相手企業は，合弁事業におけるパー

トナーではなく，単なる請負人であるということ

である（注12）。

なお，この生産分方式は，各国において，また

石油源以外の鉱物において採用されており，東欧

諸国とヨーロッパの製造業者聞に Co-production

協定が締結されている池山。

このように，資源保有国と外国企業問の協定方

式は，大きな変化を示しているのであるが，かか

る変化の背景には，資源保有国が単に形式的な鉱

業権および生産物の保有者としての地位に満足す

るものではなく，資源に対する主権認識を増々強

化していることが考えられる。つまり，発展途上

国は，天然資掠に対する実効的支配を求めてお

り，このような資源開発契約の変遜もまさに，か

かる実効的支配の強化の変化とみることができょ

う。そして，このような変化の背貴に，これまで

考察してきた国連の天然資源恒久主権決議の採択

が平行して大きな役割jを果たしてきたということ

ができょう。

(/tl) III畑茂一二郎「 3 ンセッション級楽と国際賞

任」〔『閃際fk学の諸問題』縫応通信） 153ベージ。

（注 2) ハイドは，コ戸セッション契約のfむl問お上

びその技術援助のインパタトかん，国際経済開発協定

と上ぶ方が現実的であると述べている Hyde,H. J., 

“Permanent Sovereignty over Natural Wealth and 

Resources，・’ American Journal of Int’J Law,Vol. 

50 (1956), p占 862.

Cit 3) 『石油採姻権に関する契約の変滋』 ll；本品

平ノしギー経済研究所 1968年。

（日 4) Grimin, Paul，“From Concession to Par-

tici凶 tionRestructurin日theMiddle East Oil I叩！us-

try，＇’ Neu.1 York University Law Review, Vol. 

48, 1973, p. 774；ノ、ヅサン・ s・ザカ ＇） ・V 「途上幽に

4ラ
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お付る石油資源開発の法的諸形態」 （安芸事務焚綴 !ill量

制l閑と国際機関の石油開発政策』アンア経済研究所〉

10ベージ。

〈注 5) 松村清二郎綴『ラテンアメリカの石油と経

済』 アジア経済研究所 1970年 301ベージo

（注 6) 合弁事業方式はその他， Pan American 

Petroleum-NIOC ( 19 5 8年）， AUXIRAP-PET-

ROMIN (1965年）， Atlantic Refining Group-NIOC 

(1965年）， Hispanoil-KNPC (1967〕等におL、て採用

されている。

（注7）ザカリヤ前掲喜 19ページ。

uモ8〕 土井崎生「国際資源開発契約・基本形態と

主要契約条項｛4)J （『海外商事法務』 111号） 13ペ－

"o 

（注9〕土井前掲脅 14ページ。

〈注10) 1963年， Perminaは， StandardOil of N. 

1 と Socony孔fohil,Standar<l Oil of Californiaと

Texaco, Royal Dutch/Shell, Standard Oil of India, 

California Asiatic Oil Co.と TexacoOverseas Pe-

troleum Co.など五つの契約を綜紡した。

（泣Ul) この同者の相違はわずか技術的な差にしか

すぎないと？？われる。 Smith,David N. and Louis T. 

Wells, Jr.“Mineral Agr宅ementin Developing Coun-

tries: Structure and SubstanceぺA.mericanJour-

問 lof Int’I La四， VoL69, No. 3 (1975), p. 585. 

〈注12) Smith, op. cit., p. 583. 

（注13〕 Ihid.,p目 S85.

V 結びにかえて

過去20年にわたる国連での天然資源恒久主権の

展開および天黙資源恒久主権の性質について考察

してきたが，最後にこの恒久主権が国際法の発展

においていかなる役割を果しうるのか，という点

について考えてみよう。

でtづ，天然資源恒久主権の目的は，植民地経済

体制下において，植民地支配国より強いられた不

平等かっ一方的な経済関係を是正し政治的，経済

的にも主権国家として平等な権利を主張すること

にあったと－nえる。土りわけ， ttlU℃地支配維持の

機能をもサた｛日統的悶際法が，かかる目的に向け
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られて変革されていったのは当然のことであっ

た。ことに，国際法が，政治的独立という国家主

権の形式的平等だけを与え，経済的平等まで与え

るものではなかったことを考えると，天然資源恒

久主権主張もこのような実質的平等の確立を主目

的としたものと言える。

このような認識に立ってみた場合，発展途上国

がもとめようとする国際経済秩序の基磯に天然資

源恒久権を置いたことも理解されよう。

マグラピー（Mugrhahy）は， この新しい天然資

源恒久主権の法は，経済協力に関する国際法の基

本的要素であると述べている（注1)。

たしかに天然資源恒久主権は，資源開発手段が

欠如している場合，それは単なる潜在カにすぎず，

それゆえ，資源開発には，少なくとも，先進国と

途上国聞の協力が内包されるものであると言え

る。ことに天然資棋の開発手段を途上国に提供し

えるのが，先進国だけであることを考えればかか

る資源開発協力は前提と言えよう。

しかしながら，他方，天然資源恒久主権がなお

も，新しい国際経済秩序の基磯としてとらえられ

るのも，これら途上国が現代悶際法秩序の中で自

己の確立という重要な位置を占めるようになった

からにほかならない。

つまり，現代においても，途上国が国家主権を

強調することは，国際法秩序や国際協力を阻害す

るものではなく，抵抗概念としては平等な地位確

立のため積極的な意義をもっているということな

のである。かかる抗議概念としての天然資源恒久

主権が対等な主権国家聞の経済関係の基礎として

位置づけられたことは，新しい国際法秩序の確立

の上からも大きな役割を果すものとかえよう。

C il' 1〕 Mugrhal】y，ψ，l'it.,)). Hi]. 

（アジア経済研究所経済協IJ調査室〉
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